
令和２年１０月２０日 

保護者の皆さま 

明 照 保 育 園 

園 長  中島章裕 

開園時間について 

 

 日増しに秋の深まりを感じる季節となりました。日頃より保育園や児童クラブへのご協力をいた

だき誠にありがとうございます。 

 さて、本園の開園時間についてご報告をさせていただきます。 

保育園・こども園の開園時間は、法律により１１時間が基本となっていますが、本園ではかねてよ

り保護者の方の就労支援として７：００から１９：００の１２時間保育を行ってきました。 

 しかしながら、昨今の保育者不足および働き方改革の中、本園も職員の負担について見直す必要

が出てきました。保育の質を保つために、経験を積んで長く保育に携わり、家庭を持ちながらも勤

務できる体制づくりをさらに図っていきたいと考えています。 

 また、１０時間を超えての長時間の保育による子どもさんの心身の負担についても、乳幼児期の

より良い成長につながっていけるよう、保護者の方と一緒に考えていきたいと思います。 

 つきましては、今後下記のように段階を経て、開園時間の短縮を考えておりますので、ご理解と

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

【早朝保育について】    ＊令和４年度より 7:00 開始→7：30開始 

   ※令和３年度末までを移行期とさせていただきます。 

 

【夕方の延長保育について】 ＊令和６年度より 19:00 終了→18:30 終了 

   ※令和５年度末までを移行期とさせていただきます。 

  

 ★上記の移行期間中に、７：３０～１８：３０の保育利用となっていくよう、 

ご家族の就労形態等の見直しを図って下さいますようお願いいたします。 


